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コ
ツ
ホ
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職
時
租
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策
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コ
ツ
ホ
・
戦
時
相
現
政
策

キ日

f井

皇員

者t

コ
ツ
ホ
の
立
場

戦
時
に
は
岡
山
家
の
棺
要
す
る
財
貨
は
膨
え
な
量
に
注
す
る
ロ

夫
丈
岡
氏
の
生
活
に
向
け
ら
れ
る
可
き
財
貨
の
貴
は
昔
し
ふ
減

φ
ず
る
。
従
勺
て
、
第
一
に
園
家
の
此
の
膨
大
な
財
貨
需
要
に

臨
や
可
き
資
金
を
如
何
に
し
て
調
達
す
可
き
か
。
第
一
に
著
し

く
制
限
さ
れ
た
財
貨
量
を
基
礎
と
し
て
、
如
何
な
る
右
法
に
依

っ
て
両
氏
生
活
を
確
保
す
可
き
か
。
少
く
と
も
此
の
一
つ
の
問

同
咽
が
戦
時
に
於
て
凶
宋
に
謀
せ
ら
れ
た
倒
め
で
最
大
在
任
務
に

在
る
認
で
あ
る
。

コ
ウ
ホ
は
此
の
二
つ
の
課
題

ι答
へ
る
も
の

と
し
て
、
所
認
「
岡
防
艇
情
論
し
の
常
識
に
倣
ワ
て
、
租
税
政

静
五
十
二
巷

第

競

九
C 

C 
アJ

策
・
公
債
政
策
・
削
常
政
策
の
二
一
者
を
併
用
す
べ
き
事
を
宅
張
す

る
。
此
の
二
一
つ
心
政
策
の
併
附
に
常
つ
て
は
、
同
開
防
岡
山
散
の
最

大
白
要
請
と
し
て
の
生
産
力
白
摘
売
が
刷
慮
せ
ら
れ
、
生
出
陀
力

繍
充
白
要
求
h
q
一
某
準
と

L
、
し
か
も
此
白
要
求
に
矛
盾
し
た
い

範
閣
内
に
於
て
、
夫
々
心
具
醐
間
的
危
方
法
を
定
め
よ
う
と
ナ
る

の
で
あ
る
。
彼
が
生
産
力
白
棋
宏
乃
至
増
進
の
最
も
巨
要
た
原

動
力
一
と
し
て
認
め
る
も
の
は
、
各
人
の
よ
り
大
き
な
所
得
獲
得

へ
白
衝
動
と
そ
白
使
川
に
某
〈
優
越
感
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

-
企
業
は
従
来
か
ら
厳
格
な
岡
山
家
統
制
に
服
し
て
来
た
。

-
)
個
々
の
企
業
に
封
ず
る
生
産
財
及
び
持
働
力
心
分
間
が

全
〈
同
家
統
制
白
下
に
世
か
れ
、
生
厚
手
段
を
繰
る
自
由
競
乍

は
金
〈
排
除
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
2
)
生
産
の
強
制
或
は
焦
止
等
白
方
法
を
週
巳
て
、
各
企
業

に
依
り
生
産
さ
れ
る
可
者
生
母
物
の
内
容
と
数
量
が
、
闘
い
最
の

統
制
の
下
に
慣
か
れ
て
ゐ
る
。

(
3
)
生
産
物
倒
格
に
潤
寸
る
停
止
令
が
定
め
ら
れ
で
ゐ
る
。

(
4
)
企
業
利
潤
の
動
#
得
る
上
・
下
限
が
、
此
等
の
統
制
の

結
果
、
一
定
の
限
庄
内
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
c
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(
5
)
従
れ
っ
て
利
潤
分
配
に
も
自
ら
限
度
が
あ
る
。

こ
う
し
て
企
業
問
悼
の
イ
ニ
シ
ヤ
テ
イ
プ
の
倒
き
得
る
徐
地

は
著
し
〈
制
限
さ
れ
て
ゐ
る
。
更
に
、
税
務
行
政
を
通

t
て
各

企
業
は
高
卒
の
租
枕
負
捨
へ
心
訓
練
を
充
分
施
さ
れ
て
ゐ
る
。

従
つ
で
戦
時
に
は
、
企
業
に
封
ず
る
よ
り
般
格
注
統
制
と
よ
り

'K
き
た
謀
説
が
可
能
で
あ
る
様
に
も
思
は
れ
る
。
然
し
企
業
に

封
し
て
一
定
の
利
潤
を
詐
ナ
事
に
依
っ
て
心
み
、
生
産
に
於
け

る
企
業
白
幽
聞
の
イ
一
一
シ
ヤ
テ
イ
プ
を
極
度
に
迄
役
時
せ
し
め
符

る
の
で
あ
り
、
企
業
の
生
産
力
増
進
を
椛
保
す
る
事
が
川
き
る

り
で
あ
る
。
生
産
子
段
の
配
給
に
闘
し
て
厳
栴
な
統
制
の
加
へ

ら
れ
て
ゐ
る
場
合
に
も
、
企
業
に
対
し
で
あ
る
範
閣
内
に
於
け

る
利
潤
が
許
さ
れ
て
ゐ
る
限
り

r
彼
等
は
他
企
業
と
の
競
下
に

於
て
付
利
な
地
位
に
立
ち
、
許
さ
れ
た
最
大
の
利
刊
を
獲
得
す

る
潟
に
、
最
大
限
の
創
意
を
投
動
せ
し
め
乍
ら
、
興
へ
ら
れ
た

生
産
手
段
を
最
も
打
殺
に
利
用
し
、
最
大
の
生
唐
力
主
投
開
押
し

上
う
と
す
る
。
L

「
所
得
乙
モ
生
産
力
増
進
の
原
動
力
で
あ
り
、

各
人
の
生
産

品
川
動
へ
白
参
加
一
白
目
的
で
あ
る
。
各
々
が
所
得
獲
得
心
希
望
を

ヨ
岬
ヌ
ホ
・
戦
時
租
輯
政
策

持
り
て
居
れ
ば
と
そ
、
生
産
に
彼
等
の
廿
抑
制
力
を
動
員
し
特
る

の
で
あ
る
c

持
働
力
の
生
産
悲
加
に
酬
ひ
る
忙
夫
々
の
生
産
に

射
す
る
責
献
の
程
度
に
除
や
る
事
が
、
生
産
活
動
に
弊
働
力
を

動

H
し
、
夫
々
白
能
力
を
最
高
限
に
縫
探
せ
し
め
る
可
き
段
も

賢
明
友
策
で
あ
る
。
勿
諭
あ
る
場
合
に
は
、
間
半
位
持
働
力
に
尚

ず
る
報
酬
を
減
、
予
る
事
に
依
っ
て
、
却
っ
て
彼
等
の
生
産
参
加

へ
の
一
循
動
を
よ
り
強
め
る
事
も
山
川
き
る
。
或
は
凶
求
心
掛
制
に

依
っ
て
、
個
人
の
意
思
を
無
刷
し
て
、
持
働
力
を
生
町
活
動
に

参
加
せ
し
め
る
事
も
同
雪
る
。
然
L
、
此
等
の
方
法
は
非
常
的

千
段
と
し
て
時
に
は
採
用
し
得
る
y

と
し
て
も
、
必
十
し
も
常
に

定
分
注
成
川
市
を
期
待
し
得
る
も
心
で
は
無
い
。
あ
く
迄
も
、
持

働
力
の
生
産
へ
の
貢
献
忙
際
宇
可
き
所
得
を
以
て
彼
等
に
酬
ゆ

る
事
が
、
帥
労
働
力
内
生
産
性
を
最
高
度
に
務
郁
せ
し
め
得
る
所

以
で
あ
る
。
極
端
友
平
等
主

E
娠
し
た
ポ
ル
シ
ヱ
ピ
ス

l
迷
に

依
っ
て
さ
で
住
宅
白
分
配
に
常
っ
て
、
精
神
労
働
者
に
針
し

て
澗
立
の
宅
を
供
給
す
る
必
要
の
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
事
を
反
有

L
更
に
山
川
市
市
高
槻
制
の
長
所
を
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
。
」

之
が
コ
ウ
ホ
心
主
張
の
川
護
鮪
で
あ
石
。
こ
う
し
て
伎
は
上

帯
広
肌
十
二
巻

第
三
観

fc 

O 
七



2

ツ
ホ
・
職
時
租
酷
政
策

り
犬
き
な
所
得
の
獲
得
と
そ
の
使
用
に
於
け
る
優
越
感
の
巾

に
、
夫
々
白
生
産
参
加
へ
の
衝
動
を
認
め
、
此
底
に
生
産
力
横

定
乃
パ
h
増
進
の
主
要
動
機
を
求
め
乍
ら
、
此
の
線
に
沿
っ
て
租

枕
・
公
債
・
制
常
一
一
一
政
策
の
範
闘
乃
至
具
控
的
方
法
を
定
め
て
行

己
う
と
す
る
の
C
あ
る
。

此
の
様
な
立
場
か
ら
コ

y
ホ
は
、
公
債
は
各
人
の
問
渡
的
危

筒
約
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
所
得
消
費
の
制
限
を
強
制
す
る
も

の
で
無
〈
メ
無
償
で
所
得
b

包
囲
家
に
吸
牧
す
る
も
の
で
も
無
い

由通

ら

生
産
力
を
萎
縮
せ
し
め
る
悲
の
無
い
も
の
と
し
て
之

を
是
認
す
る
。
但
し
す
べ
て
の
圏
民
が
、
例
へ
ば
一
、

0
0
0

田
昌
'
の
公
債
を
保
有
す
る
忙
至
れ
ば
、
結
局
そ
の
一
疋
利
償
還
に

夫
に
舷
や
る
丈
の
租
税
負
婚
が
各
人
に
課
せ
ら
れ
る
事
と
友

h

り
、
公
債
は
車
た
る
擬
制
的
注
射
産
と
な
る
、
と
し
て
公
債
政

策
に
一
定
の
限
度
を
置
く
。
更
に
割
首
政
策
に
闘
し
で
も
、
生

産
力
抜
充
に
闘
す
る
彼
の
立
場
が
院
か
れ
、
夫

ι
一
定
む
限
度

を
定
め
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、

可
戦
時
の
知
〈
凶
J4

哉
の
膨
大
な
財
貨
需
要
に
作
っ
て
岡
氏
の

生
活
に
向
け
ら
れ
る
可
き
財
貨
量
が
著
し
〈
減
少
す
る
時
は

第
五
十
二
巻

え，

第

競

O 
Fに

割
常
政
策
は
閥
民
生
活
の
確
保
に
欠
く
可
か
ら
ざ
る
一
方
法
で

あ
る
。
勿
論
租
税
に
依
っ
て
所
得
を
吸
収
し
、
消
費
者
所
得
の

総
量
を
減
少
し
た
財
貨
景
に
趨
膝
せ
し
め
闘
民
生
活
の
不
均
衡

を
除
〈
事
も
向
き
る
。
所
得
税
は
所
得
消
費
量
を
規
定
し
、
消

費
稀
は
所
得
消
費
の
方
向
を
規
制
す
る
。
然
し
何
れ
も
租
税
法

に
抵
鰯
す
る
範
関
内
に
於
て
ピ
あ
り
、
夫
を
超
え
て
消
費
者
の

態
度
比
迄
干
渉
し
得
な
い
。
従
っ
て
少
阜
市
の
財
貨
を
競
っ
て
世

然
消
費
者
の
聞
に
激
し
い
競
争
が
生
れ
る
で
あ
ら
う
し
、
少
所

得
者
の
生
活
が
犬
所
得
者
に
依
っ
て
脅
や
か
さ
れ
る
に
一
主
る
で

あ
ら
う
事
も
漁
恕
出
き
る
。
此
の
様
な
危
険
を
除
雪
図
民
生
前

の
安
定
を
計
る
た
め
に
、
割
営
政
策
は
欠
く
可
か
ら
ざ
る
し
か

も
最
も
誼
切
た
手
段
で
あ
る
。
然
L
割
首
政
策
の
行
は
れ
る
場

合
に
も
、
配
官
せ
ら
れ
る
可
音
財
貨
の
悦
格
、
邸
該
財
貨
獲
得

の
矯
に
要
す
る
努
倒
文
向
が
よ
少
額
で
済
め
ば
済
む
科
、
各
人
の

生
前
長
。
加
へ
の
意
思
が
減
少
す
る
。
そ
し
て
生
産
掠
充

ι大
き

在
降
碍
を
来
た
す
恐
が
あ
る
。
厳
格
た
持
働
法
を
採
用
し
て
も

此
の
傾
向
を
防

f
事
は
悶
難
で
あ
る
。
例
へ
ば
第
一
弐
大
戦
の

官
時
に
も
、
岡
家
の
般
車
在
統
制
忙
服
ず
る
部
門
の
他
に
、
同



山
絞
済
的
社
領
域
が
残
さ
れ
て
ゐ
た
。
モ
の
領
域
で
は
購
買
力

が
決
定
的
た
意
義
を
持
っ
て
ゐ
た
。
此
の
様
友
領
域
に
於
て
中

し
で
も
他
に
優
越
し
た
地
位
を
出
め
、
従
っ
て
自
己
の
優
越
感

を
満
た
そ
う
と
す
る
各
々
の
感
情
が
、
各
人
の
持
働
力
争
艇
つ

て
生
産
活
動
に
参
加
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
あ
ま
り
縦

端
に
制
首
政
策
を
瞳
明
大
す
る
事
は
、
勿
論
消
費
の
不
均
等
を
除

雪
国
民
全
般
の
生
活
を
一
定
の
水
準
に
維
持
す
る
に
役
z

比
つ
で

あ
ら
う
が
、
閣
防
岡
家
最
大
の
要
請
と
し
て
の
生
産
力
の
摘
者

に
矛
盾
す
る
に
至
る
恐
が
あ
る
。
此
の
様
在
意
味
で
制
常
政
策

に
も
一
定
の
制
限
が
設
け
ら
れ
る
可
き
で
あ
る
。
」
と
云
ふ
の
で

あ

る然
ら
ば
生
産
力
の
繍
充
を
一
貫
し
売
立
場
と
し
乍
ら
、

一
定

ρ純
国
内
に
於
け
る
訓
常
政
策
に
依
っ
て
園
長
生
活
の
昨

保
を
矧
し
、

一
定
限
度
内
の
公
債
政
策
と
租
税
政
策
の
併
用
に

依
つ
亡
、
岡
家
の
也
大
な
財
貨
需
要
に
艇
や
可
き
費
金
を
調
達

し
よ
う
と
す
る
コ
ツ
ホ
は
、
彼
心
立
場
に
割
膝
ず
る
も
の
と
し

て
如
何
在
る
租
税
政
策
を
提
案
し
よ
う
と
す
る
か
。
彼
の
具
開

的
租
税
政
策
は
如
何
な
る
も
の
か
。

コ
ツ
ホ
・
職
時
租
融
政
策

R藍

具
髄
的
課
税
方
法

同
家
の
新
し
い
資
金
の
必
要
に
舷
宇
可
き
租
税
政
策
と
し
て

L土

一
際
従
来
の
形
式
に
依
る
増
税
の
方
法
が
考
へ
ら
れ
る
。

然
し
乍
ら
従
来
の
万
法
に
基
〈
増
税
に
劃
し
て
は

コ
ツ
ホ
は

突
の
様
な
理
由
主
示
し
て
そ
の
不
溜
首
な
事
を
説
い
て
ゐ
る
。

第
一
忙
、
濁
逸
の
租
枕
政
策
は
所
得
税
に
闘
し
、
従
来
か
ら

附
加
的
危
特
別
所
得
枕
の
形
式
を
極
度
に
利
川
し
て
来
た
。
従

っ
て
之
以

k
特
別
所
得
税
を
利
用
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
。

第
一
安
大
戦
の
後
半
に
は
、
依
乏
し
た
生
産
財
と
持
働
力
主

繰
っ
て
企
業
の
間
に
激
し
い
競
争
が
綾
け
ら
れ
た
。
之
に
封
し

て
国
家
が
遁
切
左
手
段
を
講
じ
な
か
っ
た
結
果
イ
ン
フ
レ

1
シ

ヨ
ン
が
激
化
さ
れ
て
行
っ
た
。
此
の
傾
向
に
岡
家
財
政
も
引
き
」

づ
ら
れ
て
、
却
っ
て
財
政
政
策
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

U
進
行

に
拍
車
を
か
け
る
校
在
結
果
を
伴
っ
た
。
山
口
同
時
の
教
訓

ι基
雪

今
や
企
業
に
封
ず
る
生
産
財
・
持
働
力
の
配
給
が
康
汎
友
範
岡

に
瓦
っ
て
統
制
さ
れ
て
ゐ
る
。
夫
々
の
償
協
も
岡
家
の
統
制
に

服
し
て
ゐ
る
。
此
白
様
な
僚
件
の
下
に
於
て
は
、
企
業
が
第

帯
五
十
二
巻

=
一
九
三

第

畳語

O 
九



2

ツ
ホ
・
戦
時
租
韓
政
策

吠
大
戦
首
時
の
校
友
戦
時
特
別
利
潤
を
獲
得
し
得
る
可
酔
性
は

た
づ
無
い
と
一
五
つ
で
も
良
い
。
畑
町
働
者
忙
し
で
も
特
に
商
い
弊

銀
を
要
求
し
得
な
い
。
従
っ
て
被
時
特
別
利
潤
乃
至
超
過
所
得

に
射
す
る
特
別
所
得
税
採
川
の
吋
能
性
は
恥
へ
は
れ
て
ゐ
る
。
更

に
従
来
各
穫
の
特
別
所
得
税
λ
市
民
税
・
危
掛
積
・
超
過
所
得
税
)
が

採
川
さ
、
れ
亡
ゐ
る
結
果

そ
の
負
拾
が
限
界
に
迄
達
し
て
ゐ
る

国
刷
所
得
税
そ
の
も
の

f

の
増
徴
も
亦
閃
雑
で
あ
る
。
所
得
税
の
税

率
を
引
き
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
特
別
所
得
税
と
り
闘
係
卜

一
定
額
以
上
の
所
得
に
封
し
て
は
却
つ
で
附
加
税
率
を
引
き
下

げ
心
ば
な
ら
左
い
。
所
前
能
力
旅
川
に
必
く
累
進
税
の
U
K
所
が

犠
牲
に
さ
れ
る
。

(
例
へ
ば
コ
ヅ
ホ
白
話
別
に
依
れ
ば
、

一
瓦
百
戸
山
噌

取
を
所
得
税
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
市
民
税
・
危
槽
挽
・
超
過
所
得
臨
轄
と

の
闘
冊
1
、
e

二
六
、
0
0
0
拘
置
以
上
の
所
得
に
劃
し
て
は
却
っ
て
平
均

以
下
の
附
加
枇
串
を
油
川
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
要
収
入
制
J
F

大
き

け
れ
ば
大
き
い
科
此
の
眼
界
は
下
校
所
得
に
唱
は
れ
る
。
)
よ
し
大
所
符

再
白
税
率
を
引
き
上
げ
る
事
に
伏
う
て
小
所
持
者
の
負
携
を
制

減
し
得
る
'
と
し
て
も
、
調
逸
の
岡
氏
所
得
分
配
の
担
の
下
に
於

て
は
ど
れ
棋
の
放
処
主
期
待
し
件
ょ
う
。

一
九
三
六
年
の
M

剛
氏

帝
五
十
二
巻

九
四

第一一一揖

O 

所
得
分
配
の
型
に
あ
っ
て
は
、

=
;
0
0
0回
目
=
・
乃
宅
五

0
.
0

0
0同
日
出

の
所
得
階
段
に
凶
則
す
る
納
所
得
は
、
五

0
・
0
0
0

同
]
戸
以
上
白
所
得
階
段
に
属
す
る
棉
所
得
の
七
・
五
併
乃
五
八

佐
川
忙
達
し
て
ゐ
る
。

第
二
に
、
ビ
1
凡
・
煙
車
等
所
前
大
衆
的
者
修
品
に
劃
す
る

需
要
の
弾
力
性
は
、
現
在
に
於
て
は
著
し
く
減
じ
て
ゐ
る
か
ら
、

此
等
の
商
品
に
到
す
る
泊
費
税
の
増
徴
が
可
能
た
肢
に
忠
は
れ

る
o

然
L
ピ
1
ル
枕
・
煙
車
税
等
に
依
っ
て
古
分
除
刺
所
得
を

吸
牧
し
得
る
と
も
瓜
は
れ
な
い
。
特
に
大
所
得
者
守
一
針
象
と
す

る
本
町
修
課
税
が
此
白
糠
左
目
的
に
刷
び
得
る
も
の
で
粧
…
い
。

第
三
に
、
取
引
ぬ
に
闘
し
で
も
、
現
庄
の
比
例
的
線
牧
入
課

税
ト
仁
義
の
万
法
に
栽
い
て
税
率
の
引
き
上
げ
を
行
ム
と
す
れ

ば
、
個
々
心
商
品
に
就
き
樹
め
て
不
公
平
な
負
捨
を
作
ふ
と
一
お

ふ
取
引
税
白
川
附
貼
が
よ
わ
田
融
持
に
在
る
。
此
の
紋
賄
を
除
〈
矯

に
個
々
の
商
品
に
就
き
夫
々
に
趨
臨
し
た
税
率
を
越
川
す
る
と

す
れ
ば
、
税
務
行
政
上
取
引
税
白
持
っ
て
ゐ
た
課
税
の
簡
便
と

?
?
ム
長
所
主
政
棄
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

の
み
な
ら
十
、
制

々
の
商
品
に
此
雪
夫
々
臭
っ
た
税
率
を
旭
川
ず
る
と
一
百
ふ
事
日



慨
が
技
術
的
に
組
め
て
閤
難
た
問
題
を
作
つ
、
て
ゐ
る
。

乙
の
様
註
現
山
に
基
き

コ
ツ
ホ
は
従
来
の
謀
続
形
式
内

f

に
立
っ
た
榊
税
方
法
主
排
戸
市
し
、
彼
自
身
の
車
場
か
ら
攻
の
様

な
課
税
右
法
を
提
案
す
る
。

生
産
財
倒
的
叶
と
持
訟
を
閥
出
張
の
統
制
ト
に
世
昔
、
消
費
財
制

佑
を
白
山
に
放
H

忙
し
、
そ
の
結
果
企
業
に
成
立
す
べ
き
特
別
の

超
過
利
純
E
企
業
課
枕
の
方
法
に
依
っ
て
岡
家
に
吸
牧
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
此
の
場
合
に
、
企
業
に
対
す
る
生
保

統
制
・
生
産
千
段
の
配
給
統
制
・
生
前
必
需
品
白
剤
常
政
策
・
徐

刺
所
得
の
公
債
政
策
に
依
る
吸
牧
が
前
挺
さ
れ
て
ゐ
る
。

此
の
新
し
い
課
税
万
法
の
提
案
に
伴
っ
て
、
(
二
消
費
財
偵

絡
が
白
山
に
放
任
さ
れ
る
結
川
市
・
消
費
財
を
続
る
競
争
に
於
て
、

小
所
得
者
の
生
活
が
大
所
得
者
の
同
盟
迫
に
遭
う
で
脅
か
き
れ
、

か
〈
て
闘
民
生
活
の
確
保
が
危
機
に
瀕
す
る
恐
れ
は
無
い
か
。

一
一
)
消
費
財
偵
格
の
白
山
政
任
の
結
果
、
企
業
が
上
り
大
き
な

利
潤
を
朔
し
得
可
き
生
産
に
向
ひ
、
戦
時
経
済
政
策
の
一
要
求
忙

矛
盾
す
る
に
至
ら
友
い
か

U

竺
一
一
)
企
業
に
成
立
す
べ
き
超
過
利

澗
は
如
何
に
し
で
算
定
さ
れ
る
か
。
(
阻
)
此
の
課
税
方
法
に
依

J

ヴ
ホ
・
職
時
租
間
政
策

れ
ば
、
賓
説
的
租
税
負
按
は
如
何
在
る
形
で
分
配
さ
れ
る
か
。

(
五
)
若
し
閣
は
刊
が
消
究
財
の
購
入
を
欲
せ
や
所
得
心
部
約
に
向

ふ
場
合
に
は
、
如
何
程
る
結
果
が
現
は
れ
る
か
。
等
O
問
題
を

提
出
し
、
此
等
の
問
題
に
判
し
同
ら
次
の
様
友
解
泣
け
を
興
へ
て

ゐ
る
。(

一
)
生
所
必
需
品
に
闘
し
て
割
討
政
策
が
探
ち
れ
て
ゐ
る
限

り
、
岡
民
生
析
の
補
保
が
危
機
に
瀕
す
る
恐
は
畑
一
い
。
勿
輸
割

前
政
策
の
封
象
と
せ
ら
れ
る
商
品
が
、
対
省
主
主
確
賓
に
岡
民

の
各
厨
に
行
き
渡
ち
な
い
様
な
事
が
あ
れ
ば
、
夫
と
そ
剛
氏
の

生
活
は
東
大
な
危
険
と
混
乱
に
陥
入
る
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
の

必
要
量
が
確
保
せ
ら
れ
所
要
最
丈
確
資
に
供
給
せ
ら
れ
る
限

り
、
よ
し
此
の
様
在
術
品
白
畑
山
格
が
白
山
に
技
仔
せ
ら
れ
で
も
、

此
白
場
合
に
は
最
も
微
力
左
購
買
荷
居
に
依
っ
て
向
日
山
償
格
が

定
め
ら
れ
る
脅
で
あ
る
。

従
っ
て
此
の
種
商
品
に
闘
す
る
限

り
、
小
所
得
者
が
大
所
得
者
と
の
生
活
必
需
品
獲
得
の
競
一
ヤ
に

於
て
競
争
闘
か
ら
迫
放
さ
れ
る
と
云
ふ
心
配
は
無
い
。
非
生
活

必
需
品
償
格
に
つ
い
て
は
、
モ
の
白
山
放
任
は
む
し
ろ
該
商
品

市
場
の
秩
序
を
維
持
す
る
長
所
を
持
つ

τ
ゐ
る
。
此
心
極
商
品

第
五
寸
二
巻

Ju 
ヨェ

第

競



ヨ
ヴ
ホ
・
戦
時
租
積
政
策

が
問
調
偶
然
倒
格

(
N
d
E
-
4
2互
に
依
っ
て
翻
弄
さ
れ
、
そ
の
結

巣
市
揚
が
混
乱
に
陥
入
る
事
を
防
ぐ
も
心
で
あ
る
。

(
二
)
消
費
財
債
格
が
自
由
に
放
任
せ
ら
れ
る
揚
合
に
、
最
も

大
き
な
債
格
騰
賞
率
主
一
不
す
も
の
は
箸
修
口
問
で
あ
る
。
従
っ
て

段
大
白
利
潤
を
獲
得
す
る
粛
に
企
業
が
生
産
の
重
則
を
此
の
方

出
に
向
け
る
と
云
ふ
事
が
首
然
橡
怨
さ
れ
る
。
か
く
て
生
産
手

段
が
此
の
方
面
に
吸
牧
さ
れ
、
企
業
の
生
産
活
動
が
却
っ
て
岡

家
の
戦
時
経
済
政
策
に
反
す
る
危
険
の
生
や
る
可
能
性
が
あ

る
。
然
し
己
に
企
業
白
生
産
活
動
に
闘
し
て
或
は
企
業
に
針
ナ

る
生
産
手
段
白
配
給
に
就
い
て
は
、
同
日
夜
白
厳
格
な
統
制
が
加

へ
ら
れ
て
ゐ
る
白
で
あ
る
か
ら
、
此
白
様
な
企
業
の
生
産
品
問
更

白
恐
も
な
い
諜
で
あ
る
。
よ
し
凶
家
白
統
制
の
許
す
範
圏
内
に

於
て
、
企
業
が
生
産
の
方
向
を
援
や
る
と
し
て
も
、
そ
の
愛
亙

に
作
っ
て
常
然
可
た
り
の
経
費
を
件
ふ
で
あ
ら
う

L
、
利
潤
の

ー
へ
部
分
は
租
税
と
し
て
岡
家
に
吸
収
せ
ら
れ
僅
宇
友
部
分
が
企

業
に
残
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
生
産
の
縛
換
に
件
っ
て
企

業
の
期
待
す
る
利
潤
が
保
設
せ
ら
れ
る
か
否
か
も
疑
問
で
あ

る。

帯
五
十
二
審

九
ノ、

第

鞭

(
=
一
)
新
た
に
成
立
す
る
領
格
と
従
来
の
慣
絡
を
比
較
す
る
事

に
依
っ
て
、
容
易
に
超
過
利
潤
を
算
定
し
得
る
。
超
過
利
潤
心

算
定
は
、
却
っ
て
現
在
の
債
格
統
制
よ
り
も
技
術
的
に
解
決
は

容
易
で
あ
る
。

(
四
)
商
品
D
慣
格
騰
貴
率
が
一
様
で
あ
れ
ば
、
租
税
白
賓
同
月

的
負
捨
は
夫
々
白
消
費
所
得
に
比
例
す
る
。
若
し
債
格
騰
貴
率

が
一
様
で
無
け
れ
ば
、
消
費
額
中
慎
絡
騰
貴
率
の
L

へ
き
た
商
司
問

の
占
め
る
割
合
が
大
昔
く
た
る
程
、
質
質
的
租
税
負
捨
も
大
雪

〈
在
る
。
通
常
大
所
得
者
白
消
費
を
目
標
に
寸
る
商
品
程
大
雪

友
情
格
騰
貴
志
T
b
z

仲
ふ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
賓
質
的
租
税
負

揺
は
消
費
所
得
に
謝
し
て
累
進
的
と
在
る
。
従
っ
て
新
に
提
案

す
る
課
税
主
法
は
、
従
来
の
様
た
複
雑
た
規
定
を
設
け
る
迄
も

た
〈
、
五
っ
て
簡
草
な
方
法
で
脊
修
課
税
乃
至
田
市
進
税
心
機
能

を
併
せ
果
し
得
る
。

(
一
乱
)
消
費
節
約
の
結
果
企
業
利
潤
が
成
立
し
友
け
れ
ば
、
相

税
収
入
も
自
ら
期
し
得
た
い
誇
で
あ
る
。
然
し
此
白
場
合
に
は

公
債
政
策
に
依
っ
て
、
所
得
税
の
如
く
無
償
で
所
得
を
国
家
に

吸
枚
す
る
の
で
は
無
〈
、
モ
白
消
費
を
帰
来
に
延
期
せ
し
め
る



の
み
で
所
得
を
闇
家
に
吸
牧
し
得
る
。

此
白
様
忙
し
て
ヨ
ツ
ホ
は
彼
D
提
案
す
る
課
税
方
法
の
有
利

た
理
由
を
併
列
L
、
更
に
突
の
様
な
説
明
主
加
へ
て
彼
の
課
税

方
法
己
そ
戦
時
租
税
政
策
と
し
て
最
も
趨
切
た
も
の
で
あ
る
と

主
張
す
る
白
で
あ
る
。

「
戦
時
に
は
同
家
の
財
貨
需
要
が
増
加
し
、
之
に
伴
っ
て
首
然

岡
氏
の
消
突
に
向
け
ち
れ
る
可
き
財
貨
は
減
少
す
る
。
然
し
彼

等
の
有
す
る
名
目
所
得
は
夫
と
共
に
減
少
し
た
い
。
債
格
が
自

由
忙
放
任
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
商
品
の
債
格
は
自
ら
騰
貴
し
、
之

陀
件
っ
て
企
業
に
は
超
過
利
潤
が
成
立
す
る
。
夫
丈
租
税
牧
入

も
増
加
す
る
。
か
う
し
て
園
家
の
一
新
に
増
大
し
た
財
貨
需
要
に

際
中
可
き
資
金
が
閥
家
に
吸
牧
せ
ら
れ
る
事
に
た
る
。
若
し
園

出
品
の
財
貨
需
要
が
減
少
す
れ
ば
逆
の
経
過
が
現
は
れ
る
。
国
民

白
消
費
に
向
貯
ら
れ
る
可
き
財
貨
量
が
ノ
ル
マ
ル
た
欣
態
托
至

り
、
所
得
量
と
ノ
ル
7

1

H

左
比
例
を
保
つ
様
に
左
れ
ぽ
.
企
業
の

超
過
利
潤
も
消
滅
し
之
に
伴
っ
て
租
税
牧
入
も
無
く
な
る
課
で

あ
る
ョ
此
白
様
た
性
質
か
ら
考
へ
て
、
此
慮
に
提
案
す
る
課
税

方
法
は
、
戦
時
に
採
ち
れ
る
可
き
最
も
合
理
的
な
租
税
泌
策
で

ヨ
ツ
ホ
・
職
時
租
積
蹴
策

あ
る
ロ
そ
れ
丈
で
無
〈
企
業
の
種
類
に
膝
巴
て
課
税
額
白
差
異

を
設
け
れ
ば
、
之
氏
依
っ
て
坐
産
統
制
忙
迄
も
貢
献
し
得
る
よ

以
上
が
、
戦
時
に
於
て
新
に
増
大
す
る
園
出
棋
の
財
貨
需
要
に

ヨ
ツ
ホ
の
提
案
す
る
租

税
政
策
の
大
要
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
従
来
か
ら
モ
白
経
済
政
策

膝
宇
可
き
資
金
調
達
の
手
段
止
し
て
、

と
し
て
は
、
極
め
て
巌
格
た
統
制
を
以
て
経
済
に
臨
み
乍
ら
も
、

生
産
活
動
に
封
す
る
刺
戟
剤
と
し
で
企
業
に
封
し
て
利
潤
獲
得

の
機
曾
を
奥
へ
、
生
産
活
動
に
於
い
て
企
業
。
創
意
の
働
昔
得

る
徐
地
を
残
し
て
ゐ
た
。
環
境
に
膝
じ
て
商
品
の
債
格
を
規
制

し
つ

it
此
の
債
格
政
策
を
遁
ヒ
ナ
一
生
産
統
制
乃
至
消
費
統
制

の
目
的
を
達
し
て
来
九
。
コ
ツ
ホ
は
此
白
山
紘
一
な
ナ
千
ス
の
根
本

精
神
に
沼
ひ
乍
ら
彼
の
戦
時
租
税
政
策
を
提
案
し
、
此
D
様
な

ナ
チ
ス
の
指
導
精
紳
の
中
に
彼
の
租
税
政
策
自
立
場
と
方
法
を

求
め
つ
ミ
新
に
採
用
廿
ら
れ
る
可
苦
戦
時
租
税
政
策
白
方
向

を
指
示
し
よ
う
と
す
る
D
で
あ
る
。

第
五
十
二
巻

ブむ
七

第
コ
一
規

Fイヲ計官棋済。調問者東，.) 




